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御殿場市危機管理課補佐監

【高知県市長会と高知県町村会との共催による講演会】



主 要 略 歴

御殿場市役所 危機管理補佐監

杉 本 嘉 章（すぎもと よしあき） （Ｓ３６（1961）．５．１２生 ６５才）

◆ プロフィール

静岡県御殿場市出身（日本大学（通信制））

昭和５２年 陸上自衛隊少年工科学校入校（神奈川・横須賀市）

平成 ５年 第６戦車大隊第２中隊長（宮城） 平成６年 幹部学校指揮幕僚課程学生（東京）

平成１４年 第１２偵察隊長（群馬） ※新潟県中越地震（H１６）平成７年 企業研修（㈱アサヒビール）

平成１７年 イラク復興業務支援隊作戦幕僚（サマワ） 平成１８年 統合幕僚学校学生（東京）

平成１９年 新潟県中越沖地震現地調整連絡幹部(新潟） ※新潟県中越沖地震（Ｈ１９）

平成２０年 第７１戦車連隊長（北海道）※ 有珠山地域担当（Ｈ２０）、北海道胆振東部地震（Ｈ３０）

平成２２年 自衛隊高知地方協力本部長（高知） ※東日本大震災（Ｈ２３）：県南海地震再検討委員会現地視察同行

平成２４年 陸上自衛隊幹部学校主任教官（東京）

平成２５年 東部方面総監部総務部長(東京）※伊豆大島豪雨災害（H25）、御嶽山噴火（H26）

平成２７年 西部方面混成団長 兼 相浦駐屯地司令（長崎・佐世保市） ※熊本地震（Ｈ28）

平成２９年 陸将補 早期退職

平成２９年４月 御殿場市役所入庁 平成３０年 危機管理監（部長級）

令和 ４年４月 現 職 ※令和元年台風１９号（Ｒ１）、熱海市伊豆山土石流災害（Ｒ３）

平成１７年 東京都北区立岩淵小学校ＰＴＡ会長 平成１９年東京都立飛鳥高校PTA副会長

平成２４年 高知県観光特使 平成２９年 長崎県観光特使 御殿場市国際交流協会会員

令和 元年 市民大学・シニア大学・御殿場看護学校講師 (災害・国際看護学）、各種セミナ－講師（自治体・企業）

令和 ６年 台湾全国防災教育従事者ステップアップ国際実務研修 市制施行70周年事業市民大学講座講師 2



Ⅰ 地を知り 危険を知り 我を知る

Ⅱ 災害対策本部の活動を考える

Ⅲ 熱海市伊豆山土石流災害に学ぶ
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我々に迫り来る「危機事案」

自然災害 人為災害

新たな災害

感染症

火山噴火 水飢餓

地震・津波 台 風

交通事故・大火災
（山火事含む。）

公害・環境破壊

日本人へのテロ（海外）

航空機事故・座礁

ＢＳＥ(狂牛病）

風水害（ゲリラ豪雨・土石流）

パンデミック・インフルエンザ（新型コロナ）

竜 巻・雷 大陸からの公害流入

緊急対処事態災害
（大規模テロ、ミサイル攻撃等）

武力攻撃災害

サイバーテロ Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害

（
原
発
事
故
）

従来の災害

★ 拡大する「新たな危機」

１ 地球の温暖化

２ グローバル化や情報化

３ 科学技術の進歩

４ 全地球的地殻変動

★リスクマネジメント

事前の予防措置⇒『想像力』

★クライシスマネジメント

発生後の対応措置⇒『判断力』

危機への迅速・的確な対応
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『最善を望み、最悪に備えよ！』
Hope for the best and prepare for the worst !



Ⅰ 地を知り 危険を知り 我を知る

Ⅱ 災害対策本部の活動を考える

Ⅲ 熱海市伊豆山土石流災害に学ぶ
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説 明 項 目

☞ 我が街 市町村の防災上の特性は？



知彼知己百戦不殆

不知彼而知己一勝一敗

不知彼不知己毎戦必殆

戦術的思考に基づく防災・災害派遣活動
～地を知り 危険を知り 我を知り 大切な命と暮らしを守る！～

戦いの原則＝防災の基本

40年間の陸上自衛隊勤務で学んだ知識と10年間の市役所防災行政業務の経験から

「自治体のトップ’として災害時にいかに迅速かつ的確に対応するか？」を考える！
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地を知り、危険を知り、我を知る

～静的地形・動的気象～

地形×気象＝災害

災害×人・物×時間×運＝被害

⇒ いかに被害を防止・軽減するか

事前研究・情 報・即 応

方程式＝災害から大切な命を守る！
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環太平洋火山帯・台風の通り道

★東部方面隊

🌋 🌋
ハワイ島

（キラウエア火山） グアテマラ
（フエゴ山）

3,763m

フィリピン
（マヨン山）

🌋
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1 6 0 5

1 9 2 3🌋

1707：宝永南海地震

1707：宝永噴火

1703：元禄相模地震

1 6 0 5

フィリピン海プレート

ユーラシアプレート

北 米 プ レ ー ト

2 0 1 1

2 0 1 6

1 9 9 5

2004：中越地震

2 0 0 7 ： 中 越 沖 地 震

1 8 8 4

大地震と富士山噴火

・相模トラフ沿い地震

・南海トラフ沿い地震

2024：能登半島地震
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太 平 洋 プ レ ー ト

🌋
2000：有珠山噴火

2000：三宅島噴火

2000：鳥取県西部地震

日本人は古の遠い昔から未来永劫

地震と運命を共にする民族である・・・。

社会学者 清水幾太郎



月別平均進路

多くの台風（台風の通り道）⇒ 豪風雨による被害
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1934.9.21 室戸台風
死者：2,702名

行方不明者：334名



地図（地形）を観ると災害が見えてくる！
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高知県の防災上の特性は？
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① 北に四国山地、急峻な地形 ⇒土砂災害、山火事

② 南に太平洋 ・長い海岸線⇒ 高潮・津波、竜巻

③ 高知・中村平野と大規模河川 ⇒ 洪水・浸水

④ 台風の通り道・多雨地帯 ⇒ 暴風雨の被害

⑤ 南海トラフ地震の想定震源域

⇒ 広い範囲で震度６強以上の揺れ、地盤沈下

液状化、短時間で高い津波：長期浸水の恐れ

高知県の防災上の特性は？

☞ 全国ランキング：

竜巻２位、台風３位、土砂災害２３位
13



我が街 市町村の防災上の特性は？

◆南海トラフ沿いの大地震による

Q1 地盤沈下・液状化の地域は？

Q2 津波警戒の地域は？

🌀 台風・風雨・竜巻による

Q3 洪水警戒の地域は？

Q4 土砂災害警戒の地域は？

Q5 暴風警戒の地域は？ 14



我が街 市町村の防災上の特性
（特性3つ：①②③）と（キーナンバー）

御殿場市の災害上の特性

①南西（７時）からの風雨に弱い地形

②分水嶺（小高い尾根）

③箱根外輪山西麓の急峻地形

☞ キーナンバー：『１・６・５９』
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霊峰富士の裾野に広がる御殿場市

御殿場市

16

富士山

愛鷹山

24㎞

24㎞

芦ノ湖



①南西（７時）からの風雨に弱い地形

三国山～不老山

富士山

愛鷹山

天城山

西からの風雨・雪

東からの風雨・雪風

南西からの風雨・雪

17



熱帯低気圧の影響 ⇒ 『土砂災害警戒情報』発令

南西からの風雨

18

熱海は影響少なし

御殿場は豪風雨
（線状降水帯⇒球状降水帯）
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分水嶺

・滝ヶ原駐屯地
・キャンプ富士

・御殿場Ｉ．
Ｃ

・御殿場駅

・御殿場西中学校

・板妻駐屯地

中畑西区
▲６３５

竈区▲４２４

滝ケ原駐屯地
▲６７０

北久原区
▲４７３

東山区
▲３４９

▲４５９

板妻駐屯地
▲５０５

②分水嶺（小高い丘）による影響

御殿場市役所

御殿場駅
▲４５０
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尾尻区
▲２６６

古沢区
▲４５５

柴怒田区
▲６３０

印野区
▲６３５



主要地区標高・河川の流れ

沼田

大坂

神山

時之栖

中畑南

北久原

二子

東山

二の岡

小山川
鮎沢川

鮎沢川

地蔵川

相
模
湾

砂沢川

黄瀬川

西川

久保川

黄瀬川

髙内川

駿河湾

分水嶺

神山小▲２９４

中畑西区▲６３５

竈区▲４２４

市役所▲４５９

東山▲４５３

印野小▲５８７

富士岡支所▲３７７

大坂区▲３３７

北久原区▲４７３
上柴怒田▲６８０

▲御殿場市内標高差：約４００ｍ
⇒降雪量に影響（豪雪災害）

滝ヶ原駐屯地▲６７０

降水は『南北に２分』される！
∴ 一ヶ所に集中しない ◎

萩原
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神場区▲４４５

二子区▲３６５

沼田区▲４４０

尾尻区▲２６５

板妻駐屯地▲５０５

駒門駐屯地▲３５０

★時之栖

★テニスコート
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展望台

③箱根外輪山西麓の急峻な地形



御殿場市域における主な災害
種 別 概 要

令和元年10月12日
台 風
19号

台風第19号による御殿場市の被害は、死者１名、負傷者１名、床上浸水６戸、
床下浸水3戸、屋根や窓等の損壊31戸、農地等被害12箇所、市道陥没等の道
路被害4箇所、河川護岸崩落等の被害4箇所、林道等の被害21箇所、東山旧岸
邸、乙女3号井源泉施設、青少年広場の損傷、県指定天然記念物「東山のサイ
カチ」の損壊などの被害を受ける。被害総額約8,700万円 総雨量558ｍｍ

箱根山：１，０００mm

台風１９号（R1.10.12）：暴風雨被害
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相
模
湾鮎沢川

駿河湾

黄瀬川

分水嶺

土
砂
災
害
警
戒
区
域

（
五
十
一
ヶ
所
）

東富士ダム

小山川調整池

御殿場市の地形上の特性

溶岩流の下流に影響！

降雨は分水嶺により南北に分散！

24km

14km

23

３



御殿場市防災上の特性『ハンドサイン』

三国山～不老山

愛鷹山

土
砂
災
害
警
戒
区
域

（
五
十
一
ヶ
所
）

分水嶺

治山治水
東富士ダ

ム

六郎川調整池

鮎沢川

相
模
湾

黄瀬川

駿河湾

西風の道（須山街道）

東風の道（旧２４６号））

合
★ 東山区
★ 二の岡

★ 萩蕪区
★ 沼田区

★ 中山上区
★ 二子区
★ 中山下区

★ 大坂区
★ 神山区

★ 高内区
★ 尾尻区

１ 活火山・富士山（31９年噴火無し）
２ 市内中央部を走る「分水嶺」
３ 箱根山西麓「土砂災害危険区域」
４ 治山治水「東富士ダム・六郎川ダム」
５ 見えない風の道（東風・西風⇒合流）

☆御殿場市の強み・弱み

24km

14km

24

４



二 子

西田中
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御殿場

35,190人
43.3％

富士岡
15,828人
19.5％

原 里
15,484人
19.1％

玉 穂
8,480人
10.4％

印 野
1,911人
2.4％

高 根
4,374人
5.4％

755

災害時避行動要支援者を守る！

348

354

51

210

100

1,818



高根支部

原里支部

第６分団

第３分団

第１分団

建・第１班
（高根地区）

建・第２班
（御殿場地区）

建・第５班
（原里地区）

第２分団

建・第４班
（富士岡地区）

玉穂支部

印野支部

第５分団

建・第６班
（御殿場西地区）

第４分団

建・第３班
（御殿場南地区）

富士岡支部

学校・支所・消防署・消防団・建設業会との連携
～ マンパワー・マシンパワーの地域一体化 ～
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Ⅰ 地を知り 危険を知り 我を知る

Ⅱ 災害対策本部の活動を考える

Ⅲ 熱海市伊豆山土石流災害に学ぶ
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説 明 項 目

☞ 災害時、我が街は迅速かつ的確に対応できるか？



❶住民一人ひとりが自ら行う防災活動による「自助」

❷自主防災組織や消防団、学校など地域社会による「共助」

❸国・地方自治体、その他の公共機関による「公助」

を含めた「総合的な地域の防災体制・能力」

日本の災害対策の原則は『総合的な地域防災力』

自助

公助

一人ひとりが自ら取り組むこと
防災意識を高め、自ら判断し行動

国や地方公共団体が
機能的に取り組むこと

阪神淡路大震災時の救助比率『 ７：２：１ 』

⇒ 災害は「自分事」（一人ひとりの防災力の向上）

地域・学校・企業などにおける「防災教育・訓練」の充実

共助
家族や近所、自主防災会
地域が一緒に取り組むこと

阪神淡路大震災

家族・近隣住民による救助

28



時間日 月 年

レベル

国

県

市

①非常用持出品の準備

⑥防災教育（防災に関する知識、命を守るための想像力・状況判断力・行動力）

⑦防災（避難）訓練（避難場所、経路・所要時間の確認等）

②耐震・耐火対策

道路・港湾などの復旧復興

地誌データの収集・整備

火山噴火対策（協議会による検討）

道路・橋・港湾などの整備

防災基本計画の見直し

地域防災計画の策定、災対本部設置

防災対策・マニュアルの整備

防災無線設備の拡充

防災教育（出前講座）・防災訓練の徹底

防災倉庫・防災拠点の整備

災害ボランティア本部の開設

学

校

自助・共助・公助の総合的な地域防災力

④緊急食糧の備蓄

③安全の確保（家具の固定）

⑤家族防災会議：自らの命を守る。「自助」

家

庭

⑧地域の絆の強化 ⑨自主防災会を中心とした地域防災活動の推進

避難所・救護所の開設・運営

【自助】

【共助】

【公助】

地域防災力の向上が不可欠

↓

県・自治体・学校・地域・家庭の

連携と意思疎通

地

域
・

29



◆ 行政の統制の下、消防、警察、自衛隊、自主防災会及びインフラ等関係

機関がそれぞれの特性や能力を最大限に発揮して対応

◆ 災害発生に際して、速やかに初動体制を確立するとともに、人命救助、

行方不明者の捜索、避難所・救護所の開設及びライフラインの途絶に

伴う給水・給食支援・仮設トイレの設置の民生支援等災害時応急対策を

優先に対応 → ※災害時業務予定表

災害対応は「行政の責任」

行政
自衛隊

インフラ

関係機関

警察 消防市民 自主防災会等
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問題認識：頻発・甚大化する災害、行政組織スリム化などによる自治体の災害対応能力への影響

自治体の責務
市町村長の防災上の責務

①防災に関する組織の整備

②防災に関する教育・訓練

③防災に関する物資・資材の備
蓄・整備・点検

④防災に関する施設・設備の整
備・点検

⑤災害が発生した場合の、相互
応援、民間団体との協力の確
保に係わる事前措置防災基本計画

〇防災の基本方針

①周到かつ十分な災害
予防

②迅速かつ円滑な災害
応急対策

③適切かつ速やかな災
害復旧・復興

〇地域防災計画、マニュ
アルの作成、訓練等に
よる周知徹底

災害対策基本法

○地域住民の生命、身体
及び財産を災害から保
護

○地域防災計画の作成・
実施

地域防災計画の策定

〇地震、津波、風水害、火山、
雪害、原子力等の災害対策

①災害予防

②災害応急対策

③災害復旧・復興

〇各機関の役割の明確化、相互
の密接な連携、広域的な視点
での計画の作成・対策の推進

災害対策本部

○目 的

災害が発生し、又は発生
するおそれがある場合に
防災を推進

○組 織

本部長、副本部長、
本部員、その他の職員

○執行事務

①災害情報の収集

②災害予防及び災害応急
対策の実施

市町村職員の防災上の責務

①災害予防施策の推進

②防災に関する教育・訓練
への参加（法４８条）

③災害対策本部要員として
の活動の実施
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段 階

区 分
予 防

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

即時対応期 応急対応期 本格対応期 復旧・復興期

（発災当日） （１～３日程度） （３日～１Ｗ） （１Ｗ～数年）

状 況

災 害

対 応

防災教育

防災訓練

防災会議

・

非常時の

備 え

災害対
策本部
の行動

規則整備

本部付班

図上訓練

総合訓練

活 動

内 容

防災訓練

・

待機任務

◆ 自助（先ずは自分自身で身を守る！）

◆ 共助（地域の人々がお互いに助け合う！）

★ ライフライン（電気・水道・ガス・電話・交通等）寸断 ★火 災 ★津 波 // 富士山噴火

★ 地震発生

◆ 公助（行政を中心とした様々な対応、大規模災害では行政機関も被災）

★ 前震

震災における災害対策本部の活動

◆市役所職員参集（５強）

緊急対策（救命・救出）
応急対策（ライフライン復旧）

復旧・復興対策 （社会基盤の再建）

被害状況の判明／避難所運営

● 初動体制確立
● 人命の救助

● 避難所の開設

● 救護所の運営

● 行方不明者捜索

● ２次被害防止

● 被災者生活支援

● 復旧支援等

仮設住宅建設

●ライフライ
ンの復旧

● 生活再建

●避難所・救護所の設置・運営

①情報活動 ②本部員会議開催（災害応急対策） ③災害広報

★ 災害対策本部（支部）設置 ④県への報告等
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御殿場市災害対策本部の活動状況

本部員会議

関係機関との調整 各班の活動状況
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① 教育長
② 企画戦略部長
③ 総務部長
④ 環境市民部長
⑤ 健康福祉部長
⑥ 産業スポーツ部長
⑦ 都市建設部長
⑧ 教育部長
⑨ 会計管理者
⑩ 議会事務局長
⑪ 広域行政組合事務局長
⑫ 消防長
⑬ 消防団長

災害対策本部員

本 部 室

本部員会議

本部長

副本部長

危機管理監

① 本部総括班長（危機管理課長）
② 本部秘書班長（秘書課長）
③ 本部対応班長（企画課長）
④ 本部動員班長（人事班長）
⑤ 本部財務班長（財務課長）
⑥ 本部管財班長（管財課長）
⑦ 本部情報班長（総務課長）
⑧ 本部広報班長（魅力発信班長）
⑨ 本部避難所支援班（未来プ課長）
⑩ 本部救援物資班（農政課長）

本部室付班

総括班（危機管理課）

⑬ 非常備消防部

⑭ 常備消防部警防本部（御殿場市・小山町広域行政組合消防本部及び消防署）

支部（対策会議）

⑥ 都市建設部

⑦ 会計部

⑧ 教育部

⑨ 議会部

⑩ 広域行政部

⑪ 支 部

意思決定機能

補佐機能

執行機能

御殿場市災害対策本部組織図

① 企画戦略部

② 総務部

③ 環境市民部

④ 健康福祉部

⑤ 産業スポーツ部
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部 課　名 災害対策本部班名

秘書課 　秘書班

企画課 　対応班

未来プロジェクト課 避難所支援班

魅力発信課 広報班

デジタル戦略課 情報政策班

　演習場渉外課 渉外班

　総務班

　情報班

人事課 　動員班

財政課 財政班

管財課 管財班

税務課

課税課

特別債権対策課 応援班Ａ

監査委員事務局 応援班B

環境課 　清掃・衛生班

市民課

　 国保年金課

　市民相談班

　交通安全班市民相談班

市民協働課 地域支援班

上水道課 上水道班

下水道課 下水道班

社会福祉課

長寿福祉課

子育て支援課

保育幼稚園課

健康推進課

救急医療課

農政課 農政班

農林整備課 農林整備班

商工振興課 商工振興班

スポーツ交流課 応援班C

国土調査課 応援班D

都市計画課 都市計画班

都市整備課 都市整備班

公園緑地課 応援班Ｅ

建築住宅課 建築住宅班

道路河川課

管理維持課

教育総務課 教育総務班

教育施設課 教育施設班

学校教育課 学校教育班

社会教育課 社会教育班

学校給食課 給食班

事務局庶務課 広域庶務班

事務局資源循環課 塵芥処理施設班

  

御殿場地域振興センター 御殿場支部

富士岡支所 富士岡支部

原里支所 原里支部

玉穂支所 玉穂支部

印野支所 印野支部

高根支所 高根支部

支　　　部

非常備消防部 消防団 消防団

常備消防部 消防本部 消防本部

帰宅困難者支援班

総　務　部

 　総務課

　調査記録班

観光交流課企画戦略部

　 くらしの安全課環境市民部

健康福祉部

　埋火葬班

　救助班

　児童福祉班

　医療救護班

産業スポーツ部

し尿処理施設班事務局衛生センター

広域行政部

議会班議会事務局議　会　部

会計課会　計　部 会計班

　道路河川班

都市建設部

教　育　部

部 課　名 災害対策本部班名

秘書課 　秘書班

企画課 　対応班

未来プロジェクト課 避難所支援班

魅力発信課 広報班

デジタル戦略課 情報政策班

　演習場渉外課 渉外班

　総務班

　情報班

人事課 　動員班

財政課 財政班

管財課 管財班

税務課

課税課

特別債権対策課 応援班Ａ

監査委員事務局 応援班B

環境課 　清掃・衛生班

市民課

　 国保年金課

　市民相談班

　交通安全班市民相談班

市民協働課 地域支援班

上水道課 上水道班

下水道課 下水道班

社会福祉課

長寿福祉課

子育て支援課

保育幼稚園課

健康推進課

救急医療課

農政課 農政班

農林整備課 農林整備班

商工振興課 商工振興班

スポーツ交流課 応援班C

国土調査課 応援班D

都市計画課 都市計画班

都市整備課 都市整備班

公園緑地課 応援班Ｅ

建築住宅課 建築住宅班

道路河川課

管理維持課

教育総務課 教育総務班

教育施設課 教育施設班

学校教育課 学校教育班

社会教育課 社会教育班

学校給食課 給食班

事務局庶務課 広域庶務班

事務局資源循環課 塵芥処理施設班

  

御殿場地域振興センター 御殿場支部

富士岡支所 富士岡支部

原里支所 原里支部

玉穂支所 玉穂支部

印野支所 印野支部

高根支所 高根支部

支　　　部

非常備消防部 消防団 消防団

常備消防部 消防本部 消防本部

帰宅困難者支援班

総　務　部

 　総務課

　調査記録班

観光交流課企画戦略部

　 くらしの安全課環境市民部

健康福祉部

　埋火葬班

　救助班

　児童福祉班

　医療救護班

産業スポーツ部

し尿処理施設班事務局衛生センター

広域行政部

議会班議会事務局議　会　部

会計課会　計　部 会計班

　道路河川班

都市建設部

教　育　部

災害対策本部組織図（課・センター等⇒班への読み替え）

まちづくり推進課
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健康福祉部

救
助
班

児
童
福
祉
班

医
療
救
護
班

都市建設部

都
市
計
画
班

都
市
整
備
班

建
築
住
宅
班

道
路
河
川
班

応
援
班
Ｅ

会
計
部

会
計
班

議
会
部

議
会
班

広域行政部

広
域
庶
務
班

塵
芥
処
理
施
設
班

し
尿
処
理
施
設
班

支 部

御
殿
場

富
士
岡

原

里

玉

穂

印

野

高

根

非
常
備
消
防
部

（
消
防
団
）

常
備
消
防
部

（
消
防
本
部
）

②
副
本
部
長
Ｂ

③
危
機
管
理
監

④
教
育
長

⑤
企
画
戦
略
部
長

⑥
総
務
部
長

⑧
健
康
福
祉
部
長

⑦
環
境
市
民
部
長

⑨
産
業
ス
ポ
ー
ツ
部
長

⑩
都
市
建
設
部
長

⑬
議
会
事
務
局
長

⑪
教
育
部
長

⑫
会
計
管
理
者

⑭
広
域
行
政
組
合
事
務
局
長

本部員会議

本部室
本部長

総括班（危機管理課）

①
副
本
部
長
Ａ

総務部

総
務
班

情
報
班

動
員
班

財
政
班

管
財
班

調
査
記
録
班

応
援
班
Ａ

応
援
班
Ｂ

⑩
本
部
救
援
物
資
班
長
（農
政
課
長
）

⑨
本
部
避
難
所
支
援
班
長
（未
プ
課
長
）

執行機能

意思決定機能 補佐機能

企画戦略部

秘
書
班

広
報
班

対
応
班

情
報
政
策
班

渉
外
班

避
難
所
支
援
班

帰
宅
困
難
者
支
援
班

環境市民部

清
掃
・
衛
生
班

埋
火
葬
班

市
民
相
談
班

交
通
安
全
班

地
域
支
援
班

上
水
道
班

下
水
道
班

産 業
スポーツ部

農
政
班

農
林
整
備
班

商
工
振
興
班

応
援
班
Ｃ

応
援
班
Ｄ
（
統
括
支
援
班
）

教育部

学
校
総
務
班

学
校
施
設
班

学
校
教
育
班

社
会
教
育
班

給
食
班
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⑮
消
防
長

⑯
消
防
団
長

②
本
部
秘
書
班
長
（秘
書
課
長
）

③
本
部
対
応
班
長
（企
画
課
長
）

④
本
部
動
員
班
長
（人
事
課
長
）

⑤
本
部
財
政
班
長
（財
政
課
長
）

⑦
本
部
情
報
班
長
（総
務
課
長
）

警防本部
（御殿場市・小山町
広域災害対策本部

及び消防署）

本部室付班

⑥
本
部
管
財
班
長
（管
財
課
長
）

⑧
本
部
広
報
班
長
（魅
力
発
信
課
長
）

①
本
部
総
括
班
長
（危
機
管
理
課
長
）

御殿場市災害対策本部組織図



各支部災害対策会議の状況

37

御殿場支部（１５区） 富士岡支部（１５区） 原里支部（１０区）

玉穂支部（７区） 印野支部（３区） 高根支部（９区）



御殿場市災害対策本部
（本部長：市 長、本部員：副市長・各部長等）

Ｄ日Ｈ時
災害発生

県災害対策本部（東部方面本部）

・同報無線
・ほっとメール

・ＦＭ放送

市役所

５９区災害対策本部（公民館・コミセン）

各区内班・組等
安否確認、被害状況の把握・報告

無線・電話・伝令等
による報告

防災無線・衛星携帯・電話・
伝令等による報告

（メール・ＦＡＸ等含む。）

消防（消防団）・警察・自衛隊
ライフライン・ＦＭ御殿場等

関係機関

・防災情報共有システム、被災者再建支援システム

市指定避難所（２８ヶ所）
（福祉避難所（１０ヶ所））

支
部
派
遣
職
員

避
難
所

派
遣
職
員

御殿場支部 富士岡支部 高根支部玉穂支部原里支部 印野支部

中・小学校、保育幼稚園等

災害発生時の情報、指示・報告の流れ（５９・６・１）

「御殿場災害情報」：上りの情報・下りの指示 ご苦労（５９・６）重ねて一（１）になる！
のぼ くだ ５ ９ ６ いつ
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地震の発生（規模・時期気象 等）

執

る

べ

き

災

害

応

急

対

策

大地震

大津波
遺体処理の制約

外国人の国外退去

孤立地域の発生

広地域立入禁止

農作物等の汚染

工場・発電停止

資機材・電力不足

事業所閉鎖・移転

死者・行方不明者建築物倒壊・流失

火災の発生

学校施設閉鎖

養殖施設の流失 農漁業基盤の喪失

瓦礫の発生・散乱

農地へ海水流入

ライフライン損壊
電 話 の 不 通

火災・炎上・爆発

道 路 の 不 通

鉄道の運行停止

流通機能のマヒ

溶岩流・降灰

海洋（水）汚染

医療活動の制約

避難者の発生

震災孤児の発生

土壌・作物の汚染

農漁業活動の停止

風 評 被 害

行政機能の不全

救助活動の遅延

消火活動の遅延

応急対処の遅れ

応援部隊進出遅延

瓦礫処理の所要大

避難所開設制約

救援物資輸送遅延

燃 料 の 不 足

道路・橋梁損壊

施 設 倒 壊

港湾施設損壊

農地流失・埋没

空港施設損壊

文教施設損壊

医療施設損壊

河川施設損壊

砂防施設損壊

清掃施設損壊

鉄道施設損壊

船舶流失・損壊
ガス供給停止

帰宅困難者の発生

停 電

負傷者の発生

断 水

下水道使用停止

港湾・空港閉鎖

家屋等流失

医療機能の低下

崖崩れ、宅地崩落

液状化・地盤沈下

ため池決壊

庁舎・職員の被災

社会的不安の増大

被害の規模の予測 対応体制の構築（状況不明）

地震発生に伴い発生する被害・事象・影響

富士山噴火
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❾消火活動

➌救護所の開設

❻給水・給食支援

❽ライフライン復旧活動

❺入浴支援

❶捜索・救助

❿物資輸送

執るべき自治体の災害応急対策

災害対策本部

⓫患者空輸

❹災害ボランティア本部

❷避難所の開設

❼埋火葬対応
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全部・要員が一丸となって災害応急対策＝住民の生命、身体、財産の保護を遂行する！！

各部長の立場

実施すべき業務
自治体の責務

住民の生命、身体及び
財産の災害からの保護

災害対策本部

本 部 長

副 本 部 長

住 民

管理施設

自主防災会

協定業者

関係機関

マスコミ

事業所

学 校
（避難所）

社会福祉
協議会等

国・他自治体

応援部隊

協定締結市

帰宅困難者
（観光客）

観光施設

その他

在留外国人

要配慮者支援

・
情
報
収
集
・
提
供
・
伝
達

・
報
告
・
要
請
・
連
絡
・
調
整

・
要
請
・
要
求
・
相
談
へ
の
対
応

執るべき災害応急対策

②避難所の開設・運営状況

①救護所の開設・運営状況

③応急危険度判定実施状況

⑫職員の被害状況及び再編成

⑥観光客への対応

⑬本部施設の被害・復旧状況

⑧災害ボランティア本部開設支援

⑭公用車の集中管理（配車）状況

④備蓄物資の配分状況

⑤ライフラインの復旧状況

⑦遺体収容所の開設・運営状況

⑨農林業施設の被害及び復旧状況

⑩安全情報の収集に関する状況

⑪市民広報及び報道対応状況

本部室付班

広 域 行 政 部

議 会 部

常 備 消 防 部

非常備消防部

健 康 福 祉 部

環 境 市 民 部

教 育 部

都 市 建 設 部

企 画 戦 略 部

総 務 部

○参謀として本
部長の意思決
定を補佐

○実行部隊とし
て、本部決定
事項を執行

本 部 員
（各部局長）

本 部 要 員

支 部

会 計 部

産業スポーツ部

◎ 発災当日の被害状況

民児委協議会
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ＢＣＰ発動に伴う「災害応急対策業務」

所掌部 災害応急対策業務

１ 企画戦略部
１ 市民広報及び報道対応に関すること
２ 避難所の開設・運営に関すること
３ 帰宅困難者への対応に関すること

２ 総務部

１ 職員の動員及び調整（避難所、各支部への派遣など）に関すること
２ 災害対策予算措置に関すること
３ 庁舎の被害状況と取りまとめ及び緊急機能確保措置に関すること
４ 被害者及び家屋の被害調査に関すること

３ 環境市民部

１ 所管施設の被害状況及び災害応急復旧に関すること
２ 応急給水計画に関すること
３ 戸籍、住民基本台帳に関すること
４ 埋火葬・遺体措置に関すること
５ 災害ボランティア本部との連絡調整に関すること

４ 健康福祉部
１ 災害救助法の適用に関すること
２ 被災者の医療救護に関すること

５ 産業スポーツ部
１ 備蓄物資の配分及び支援物資の受入配分に関すること
２ 主食、副食、生活支援物資の調達及びあっせんに関すること

６ 都市建設部
１ 応急危険度判定に関すること
２ 道路・橋梁・河川等土木施設関係の被害調査及び災害応急復旧に関すること

７ 会計課
１ 災害応急対策に伴う経費の収支に関すること
２ 義援金品の受付、受領及び一時保管に関すること

８ 議会事務局
１ 議員との連絡に関すること
２ 災害対策本部の活動状況に関する情報提供

９ 教育部
１ 所管施設の被害状況調査及び災害応急復旧に関すること
２ 幼稚園・児童・生徒の避難及び保護者への引渡しに関すること

10 広域行政組合事務局
１ 所管施設の被害状況調査及び災害応急復旧に関すること
２ 代替施設の確保に関すること
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富士山側 箱根側

危機管理監 補佐監

☏5800☏5030

☏5814

☏5813

5815☏

☏5812

5811☏

通
信
シ
ス
テ
ム

コピ
ー

本部情報班

受
付

危機管理監

本部長

副本部長

（副本部長）

消防長

教
育
長

教
育
部
長

都
市
建
設
部
長

議
会
事
務
局
長

広
域
行
政
組
合

事
務
局
長

企
戦
部
長

総
務
部
長

環
市
部
長

健
福
部
長

産
業
ス
ポ
部
長

支 部（○○○会議室）

御殿場支部

富士岡支部

原里支部

玉穂支部

印野支部

高根支部

各 班
情報トリアージ

本部総括班

・地区内の安否・被害情報
・救出救助活動、不明者捜索
・要避難者・避難所情報等

関係機関

・応援部隊進出状況
・活動拠点までの

道路状況の確認 等

緊急消防援助隊（消防）

広域緊急援助隊（警察）

DMAT TEC-
FORCE

秘

書

班

総

務

班

埋
火
葬
班

救

助

班

清

掃

班

農

政

班

都
市
計
画
班

会

計

班

学
校
施
設
班

議

会

班

広
域
庶
務
班

全般状況の把握

統制・総合調整

【執行機能】

【意思決定機能】【補佐・総合調整機能】

連絡員（事案所掌課長）

本
部
長
・
副
本
部
長

ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー

情報の伝達
【記者会見】 （206会議室）

地図
記載

会
計
管
理
者

地 図

本部員会議

報告等

ＰＣ
入力

地

図

警 察
消 防
自衛隊

本部避難
所支援班

本部救援
物資班

医療救護
LO（連絡員）

本部
対応班

協 議
一覧
表記
載

情報共有

建設業協
会

情報収集

本部員
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総
括
班

ガス
電気
通信
道路

地 図本部員

対策検討
・振り分け

広
報
班

秘
書
班

財
政
班

動
員
班

管
財
班

情報把握

指示・情報の伝達

情報発信

災害対策本部の情報・報告の流れ



災害対策本部長（本部員）

報告

❶情報の収集・整理、
分析、提供

・被害や関係施設・機
関等の情報の収集

・収集した情報の整理

・住民や災害対策本部
等への影響の分析

・整理・分析した情報
の報告、提供

❷災害応急対策の
検討・調整・実行

・情報の分析に基づ
き、執るべき災害
応急対策の検討

・各部、関係機関と
の調整

・決定事項の指示・
実行

➌災害対策本部
会議の運営

・会議資料（取り
まとめ報等)の
作成

・災害応急対策等
の審議・決定

・決定事項の告示

❹災 害 広 報

・広報資料の作成

・各種手段による
情報発信

❻活動の記録

取りまとめ報や時
系列活動記録等の
整理・保管

被害
情報

救助
要請

住
民･

関
係
機
関
等

❺県への報告等

・被害状況や措置
事項の報告

・支援要請・調整

マ
ス
コ
ミ

報告 報告

総括班・情報班 対応班 総括班

広報班 総括班

全般：秘書班、動員班、財政班

活動記録班

災害対策本部長の役割：対策に関する決定・承認・指示・確認
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積極的な情報収集と集約・整
理分析及び情報の共有・提供

県災害対策本部

各部・局等（共通）
本部員会議

①何のために、どのような情報
を、どこから収集するか

②収集した情報をどのように集
約・整理するか

④整理・分析した情報をどこに、
どのように提供するか

③これらの情報から何をしなけ
ればならないか

各部、関係機関との密接な
連携による災害応急対策の
立案・調整

①何を、何のために、何時まで
に、どのように実施するか

②誰と、どのような事について
調整するか 住民への広報

連絡
報告
要請

確認
連絡
要請

要請
指示

連絡
調整

報告
要請

確認
連絡

報告
調整

確認
指示

本 部 長

各種計画やマニュアルを準拠とした活動・業務の遂行

災害対策本部活動のポイント

１ 地震・津波の情報
２ 気象情報
３ 被害の状況
４ 国・県の対応状況
５ 防災関係機関の活
動状況
警察、消防、自衛

隊、海保、ＤＭＡＴ
等

６ 市の対応状況
（１）活動体制
（２）災害対策本部の

設置
（３）市が執った主な

応急措置
（４）応援要請
（５）災害応急対策の

概要
救出・救助、消

火、医療救護、避
難者収容、交通、
物資等

７ 今後の予定

報
告
事
項
（
取
り
ま
と
め
報)

住 民

管 理 施 設

関 係 機 関

協 定 業 者

町内会、自
主防災会等

マ ス コ ミ

事 業 所

学 校
（避難所）

社 会 福 祉
協 議 会

県

応 援 部 隊

協定締結市

帰宅困難者

観 光 施 設

そ の 他

本部事務局

被害や活動（対
策）状況等の取
りまとめ

本部員会議資料
の準備指示・ま
とめ、開催・運
営

各部・防災関係
機関との連絡調
整（調整会議の
開催）

広報資料の作成

報告

自衛隊等の災害
派遣要請
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○会議次第

１ 気象情報 ・・・本部付班（情報班長）
・地震・津波の情報、注意報・警報の発令状況、天候の推移予測
・応急対策活動に及ぼす影響

２ 被害状況 ・・・本部付班（情報班長）
各種の被害の状況と推移予測（応急対策活動に及ぼす影響）

３ 関係機関等の活動状況 ・・・本部付班（総括班長）、各機関
国、都道府県、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、その他

４ 各部の体制・活動状況 ・・・本部付班（総括班長）、各部班長等
被害状況の把握・分析及びこれに基づく災害応急対策（措置した事項）

５ 当面の活動方針及び重要対策に係わる実施構想（案）
（１）当面の活動方針（案） ・・・本部付班（総括班）
（２）重要対策に係わる実施構想（案） ・・・本部付班（総括班）
（３）重要対策に関連する対策（案） ・・・担当部等
（４）広報実施要領（案） ・・・本部付班（広報班長）
（５）その他（調整事項、特異事項等） ・・・関係部等

６ 本部長指示

７ 連絡事項
業務予定（次回会議、主要な業務等）、その他 ・・・本部付班（総括班長）

〇 会議の司会進行
危機管理監

災害対策本部会議の進行要領

46



❶

❷

❸

❹

❺
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⓫

❷
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❹

❸

❺

❶

❷

❶

❷

❸

⓬遺体措置対応

⓭相談室の設置

❶

❷

❹

❻

❶

❼

❸

❺

❶

❷

❹

❻

❸
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⑦
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⑨
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❺

❶

❷

❹
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御殿場市災害対応務担当分掌（平時：課・災害時：班編成）

実施項目 細部実施内容 担 当

平

時

①災害の備え 〈減災対策〉
❶ハザードマップ・被害想定の作成 ❷地域防災計画・業務継続計画・受援計画の作成 ❸災害対策本部
マニュアルの作成 ❹物資・資材等の備蓄 ❺災害協定締結 ❻住民啓発・防災教育・訓練の実施

◎危機管理課

〈被害抑止対策〉
❶河川堤防・防潮堤・ダムなどの国土保全対策 ❷防災施設の整備、建築制限❸ 建物・設備等の耐震化
❹非構造物、工作物等耐震化 ❺気象・気象の観測・観測の充実・強化

◎都市建設部
❺総括班

②警報避難 ❶災害警戒本部の開設 ❷警戒等の収集・伝達 ❸避難指示等発令 ❹避難場所開放の指示 ❺避難誘導 ◎総括班

③人材育成 ❶訓練 ❷研修 ◎危機管理課

災
害
時

④応急活動 ❶災害対策本部体制の確立（危機管理課⇒総括班）
❷災害情報の収集・連絡（総務課⇒情報班）
❸救助・救急、消火・医療（消防本部、健康推進課・救急医療課⇒医療救護班）
❹緊急輸送ルートの確保（道路河川課・管理維持課⇒道路河川班）
❺被害拡大・二次災害防止の指示（危機管理課）
❻物資の調達・供給（避難所・避難所外被災者含む。）（農政課⇒救援物資班）
❼広域応援の要請（危機管理課）
❽孤立地域の解消（危機管理課）
❾帰宅困難者対策（観光交流課⇒帰宅困難者支援班）
❿ライフラインの復旧（都市計画課・管理維持課⇒道路河川班）
⓫災害廃棄物（災害ごみ）の処理（環境課⇒清掃・衛生班）

❶総括班
❷情報班
❸消防本部・医療救護班
❹道路河川班
❺総括班
❻救援物資班
❼❽総括班
❾帰宅困難者支援班
❿道路河川班（管理維持）
⓫清掃・衛生班

⑤被災者支援 ❶指定避難所の設置・運営（未来プロジェクト課⇒避難所支援班、ペット担当：環境課⇒清掃・衛生班）
❷災害救助法の適用（社会福祉課・災害救助法担当業務区分） ❹避難生活支援（社会福祉課・長寿福祉課）
❸保健衛生・防疫（健康推進課・救急医療課⇒医療救護班）
❺ボランティアの受入（本部立上げ：社会福祉協議会との連携）（市民協働課⇒地域支援班）
❻住宅被害認定調査 ❼罹災証明書の交付 ❽被災者台帳の作成（税務課・課税課⇒調査記録班）
❾応急仮設住宅の提供、管理（建築住宅課⇒建築住宅班）
❿生活再建支援金の支給（社会福祉課⇒救助班）
⓫弔慰金・義援金・見舞金等の支給（総務課⇒総務班、社会福祉課⇒救助班、会計課⇒会計班）
⓬遺体措置・対応（市民課・国保年金課 ⇒埋火葬班）
⓭相談室（被災者なんでも相談）の設置（くらしの安全課⇒市民相談班）

❶避難所支援班
❷❹救助班（❷救急医療関係）
❸医療救護班
❺地域支援班
❻❼❽調査記録班
❾建築住宅班
❿救助班
⓫総務班（支援）・会計班
⓬埋火葬班 ⓭市民相談班

⑥復旧・復興 ❶復旧・復興基本方針の決定 ❷復興本部の設置 ❸復興計画の作成 ❹経済復興支援 ❺復興まちづくり
❻被災施設の復旧 ❼激甚災害制度（都市計画・都市整備・建築住宅・公園緑地・建築住宅・道路河川・管理維持課）

◎都市建設部
・総括班

⑦指揮統制 ❶指揮調整（危機管理課） ❷災害広報（魅力発信課⇒広報班）❸安全管理 ❹組織間連絡調整 総括班、❷広報班

⑧対策立案 ❶災害情報の収集（危機管理課） ❷計画立案（危機管理課） 総括班

⑨資源管理 ❶関係機関からの人的支援 ❷物資調達・供給（農政課）❸組織環境（庁舎）の維持管理（管財課⇒管財班） ❷救援物資班 ➌管財班
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発表資料様式の定型（一例）

第〇回災害対策本部会議結果

令和5年4月xx日07:50

御殿場市災害対策本部

49

○記者発表・プレスリリース項目

１ 地震・津波、気象に関する情報
・地震・津波の情報、注意報・警報の発令状況、天候の推移予測
・応急対策活動に及ぼす影響

２ 被害状況
各種の被害の状況と推移予測（応急対策活動に及ぼす影響）

３ 関係機関等の活動状況
国、都道府県、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、その他

４ 市の対応状況
（１）当面の活動方針
（２）災害対策本部の世設置
（３）市が行った主な応急措置

避難命令・勧告等、応援措置、災害救助法の適用
（４）災害応急対策の概要

救出・救助、消火、医療救護、被災者の収容、交通、物資など
（５）その他（マスコミなどへの応援・協力依頼）

５ 今後の対応・予定

６ 本部長指導・指示



災害対策本部と医療救護本部の通信の確保

御殿場市役所

（遠隔測定装置）

50

医療救護本部
（保健センター）



災害発生時における情報ニーズの変化
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災害対策本部が保有すべき能力

危機対応（態勢）の重要性

災害発生初期において、被害の最小化と対応態勢確立のために応急的にとるべき災害対策本部
の要員の参集、災対対策本部の開設、❶災害情報等の収集・伝達、❷応急対策の立案・調整、

➌会議の開催、❹広報、❺応援部隊等の受入れなどの諸活動またはその態勢が重要

危機対応を適切に実施するための要件

①災害の状況をイメージすることができる。

②災害対策本部の設置・運営に係る一連の流れを理解している。

③組織の所掌事項及び自分の役割、業務の内容・遂行要領を理解している。

④関係機関等の組織、機能、活動等について理解している。

⑤機器等の操作やシステムの活用ができる。

活

動

の

基

盤

活

動

能

力

人

的

物
的

⑧連絡態勢が確立され、必要な要員の参集ができる。

⑨災害対策本部の開設（机や備品、電話機等の設置、機器の立ち上げ）ができる。

⑩通信機器や情報システム等の機能が維持されている（作動する）。

⑪情報の収集・分析、応急対策の立案・調整、実行の指示などができる。

⑫状況の取りまとめ、応援要請、報告・広報資料等の文書の作成・発信ができる。
⑬課長（班長）等が適時適切な判断、決断、指示、指導ができる。

⑭災害対策本部内組織間及び関係機関との調整、連携ができる。

⑮会議の開催、運営や広報活動ができる。

⑥業務の準拠となる計画やマニュアルが整備されている。

⑦災害対策本部の施設、備品、事務機器・用品が整備されている。
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Ⅰ 地を知り 危険を知り 我を知る

Ⅱ 災害対策本部の活動を考える

Ⅲ 熱海市伊豆山土石流災害に学ぶ

53

説 明 項 目
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令和３年７月３日（土）1１時頃



熱海市伊豆山土石流災害の概要（１）

１ 概 要

梅雨前線による大雨により、令和３年７月３日（土）１０時３０分頃、熱海市
伊豆山の逢初川（あいぞめかわ）沿いで発生した大規模な土石流災害
⇒逢初川の上流部、標高約390m地点で発生した崩壊が土石流化し、甚大な被害

２ 発生地域

▲ 伊豆山

土石流発生場所

御殿場から約27km・１時間の地点 55



伊豆山土石流発生時の気象（降水量１日～３日）

降り始めからの積算降水量は400mm以上、7月２日12:30に土砂災害警戒情報発令
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熱海市伊豆山土石流災害発生場所

１ｋｍ

１ｋｍ

57



❶岸谷地区

❷逢初橋地区
土石災害発生地域の状況
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❶

59

熱海市伊豆山土石流災害の概要（２）



災害対策本部活動状況（１）

記者会見

災害対策本部会議

災害対策本部

マスコミ対応

職員食糧配分

消防指揮所
（人命救助活動）

人命救助指揮所
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災害対策本部活動状況（２）

災害対策本部会議

災害対策本部

記者会見
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❷

➌
62

熱海市伊豆山土石流災害の概要（３）



災害対応において法律を学ぶことの意義

▶法治国家の我が国には、１００を超える災害関連法規があり、法を「守る」・「使う」・「作る」
の３つの視点から、災害対策を行う上で災害関連法規・制度を知ることは極めて重要
⇒ 特に「災害対策基本法」、「災害救助法」、「被災者支援制度（弔慰金・障害見舞金・援護資金）」

災害対応と法律

災害対策基本法

災害救助法
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災害対策基本法（一般法）



災害救助法（特別法）の概要

②災害救助法
▶目 的－1946年の南海地震を契機に1947年に制定された法律であり、国が地方自治体や日本赤十字社などの協力の

もと、応急的に必要な救援を現物で行うことで、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。
（第１条）

実際には、法定受託事務（利便性や効率性を考慮して、委任し委任された事務）として国に代わって都道府県が
法に基づく救助を行い、市区町村がこれを補助することとされている。（第１３条、第１７条）

▶適用基準－市町村の救護力をもってしては対応できない程度の規模の災害の場合に適用
具体的な適用基準は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合などが設定
被害が発生した場合、自動的に法に基づく救助が行われるのではなく、被災都道府県知事の決定による。

▶救助の種類－人々の命と健康や当面の暮らしに直結する項目が設定されている。
具体的には、①避難所および応急仮設住宅の設置、②炊出しその他による食品の給与・飲料水の供給、
③被服・寝具その他生活必需品の給与・貸与、④医療および助産、⑤被災者の救出、⑥福祉サービスの
提供、⑦住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理、⑧日常生活に必要な最小限限度の部分の修理
（応急修理）、⑨学用品の給与、⑩埋葬、死体の捜索及び処理、⑪障害物の除去（災害によって住居又
はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去）の１１項目

▶医療従事者と関係が深い種類－④医療および助産であり、災害のために医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の
途を失った場合、救護班により応急的に医療を提供し、被災者の保護を図る。
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令和３年度 令和４年度

２／四期 ３／四期 ４／四期 １／期 ２／期 ３・４／期

７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０－３

業務全般

国 内閣府

県

危機管理部

健康福祉部

政策管理局

企画政策課

企画班

保
熱海保健所

健福センター

市
役
所

危機管理課

社会福祉課

熱海伊豆山土石流災害における災害救助法手続きの流れ

7/3
10:30頃
土石流発生

7/6
市職員に対する説明会実施

7/3適用

①市概算申請資料作成（担当⇔各課担当）

②県概算申請資料作成

①市概算申請資料受理・審査

①＋②
概算申請資料提出

①市概算申請資料受理・県へ提出

①
②
資
料
受
理

①
②
交
付
決
定

審査

①
交
付
受
け

7/3適用受け

❶
実
績
申
請

①
概
算
申
請

❶市実績申請資料受理・審査

❶市実績申請資料受理・県へ提出

②
交
付
受
け

❶市概算申請資料作成

❷県概算申請資料作成

❶＋❷
概算申請資料提出

❶
❷
資
料
受
理

❶
❷
交
付
決
定

審査
ヒアリング

ヒアリング受け

❶
交
付
受
け

❷
交
付
受
け

災害救助法に係る概算申請・交付期間
災害救助法に係る実績申請・交付期間

概算資料の作成・提出 精査（審査）受け

概算資料の作成・提出 精査（審査）受け

各担当ヒアリング受け

※ポイント：確実な申請資料の蓄積と整理

９／２６－２８
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避難所における様々な支援
（DMAT・DPAT・DWAT・保健師・看護師支援）

区 分 活動内容 活動場所

７
／
３
・
土

７
／
４
・
日

７
／
５
・
月

７
／
６
・
火

７
／
７
・
水

７
／
８
・
木

７
／
９
・
金

備 考

①
DMAT

（災害派遣医療
チーム）

・災害現場の救助チームの健康管理
・避難者の健康管理

（５チームが参集し活動）

・現場指揮所
・県調整本部（県庁）
・熱海地域DMAT活動拠点本部

（熱海保健所）

４ ６ ７ ８ ８ ８ ８ 単 位
（チーム）

②
DPAT

（災害派遣精神医
療チーム）

・避難者の精神面の健康管理
・日本赤十字社派遣職員との連携
（避難者の相談対応・ストレス解
消）
・JDMORT（日本災害死亡者家族支援

チーム）との連携

・県調整本部（県庁）
・避難所

（熱海ニューフジヤホテル）
－ ２ １ １ １ １ １ 単 位

（チーム）

③
DWAT

（災害派遣福祉
チーム）

・避難所での要配慮者の介護
・１チーム５名（福祉施設等職員）
⇒ 静岡県２０６名を養成

（福祉施設等職員

・市指定の避難所、福祉指南所
・避難所

（熱海ニューフジヤホテル）
－ － － ４ ３ ３ ４ 単 位

（人）

④ 県保健師
・避難者の健康管理
・新型コロナウイルスなどの感染症
対策に関する助言・指導

・避難所
（熱海ニューフジヤホテル）

－ － ４ ４ ４ ４ ４ 単 位
（人）

⑤
災害支援ナース
（県看護協会）

・夜間における避難者の健康管理
・避難所

（熱海ニューフジヤホテル）
－ － － ３ ３ ３ ４ 単 位

（人）

計 ４ ８ 12 20 19 19 21
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★ 阪神・淡路大震災を教訓に、我が国の災害医療対応の整備は大きく前進

⇒①トリアージの概念の普及 ②災害派遣医療チーム（DMAT）の養成

③災害拠点病院の整備 ④広域災害救急医療情報システムの構築など

災害医療対応の整備（救護所・災害拠点病院）

救護所の内部配置 災害拠点病院の役割
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⇒ 避難所支援（健康管理・要配慮者の介護・新型コロナ感染者対策）

❹

❺

❻

69

熱海市伊豆山土石流災害の概要（４）



熱海市消防長（元危機管理監）による全般統制

人命救助・捜索指揮所における調整会議
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昼夜連続状況下における捜索活動
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❼

❽

❾

72

☞ 普段窓口担当の市民生活課の女性職員が担任に！

☞ 静岡県社旗福祉協議会、熱海市社会福祉協議会が大奮闘！

熱海市伊豆山土石流災害の概要（５）



❺ ❹

❸ ❷ ❶

❺

❹
❸

❷

❶

右：検視会場（ホール）入り口
左：行方不明者相談係等

遺族・マスコミ対策のためブルーシート設置 検視・検案会場 屋外の遺体洗浄テントからの搬入口

遺体措置（遺体安置所の状況）

73

災害に伴う遺体安置所（南熱海マリンホール）

県警・熱海市・葬儀業者＋支援チームの連携



検視（警察）・死体検案（医師）会場

74

災害に伴う遺体安置所（南熱海マリンホール）



新潟県中越沖地震における民生支援所要の変化と活動実績
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市災害ボランティアセンターの活動

76



災害時におけるボランティア活動
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⓰

78

熱海市伊豆山土石流災害の概要（６）

☞ 特別委員会（100条委員会）開催時：議員の災害対策に必要な法令等の見識が必須



被災者に対するワンストップ支援
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←

市
民
課

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

証明
写真 なんでも

相談
弁護士等

三士会

自販
機
ATM

パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口

待合
スペース

相談
窓口
(案内②) 受付カウ

ンター
（案内①）

←調査記録班
（り災証明書等）

案内看板
設置

エレ
ベーター

←相談室③

正面玄関

相談室
①

消費生活相談窓口
外国人生活相談窓口

階段
↓

建築住宅班
（仮設住宅）くらしの安全課

プライベートな案件等は、
相談室①～③を使用

相談室②

『なんでも相談室』 配置図（本庁舎１階）

80

23



被災者相談窓口の開設
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様々な被災者支援制度

82



無償提供による応急的な住宅の申込み

83
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無償提供による応急的な住宅の申込み



85

教育委員会による学校再開時期の検討



災害による観光への影響（風評被害・流言飛語）
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災害用ホームページは平時に作成、災害時に適用！
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災害広報の重要性と必要性

88

大災害が発生すると 適時適切な広報活動を行うことにより

❶火災、家屋倒壊等
⇒ 家族の死傷、家財の

損失、連絡普通話

❷ライフラインの停止
⇒ 避難・生存のための

活動の制約

➌社会活動の停止
⇒ 無秩序状態の生起

犯罪・事件の発生

❹行政の対応の遅れ
⇒ 約二次災害の発生、
不安・不信感の醸成、
社会的無関心

絶
望
・
自
暴
自
棄

行
政
に
対
す
る
不
満
・
反
感

被害状況の把握

応急対策活動

救援・救出情報

復旧・復興情報

被害者ニーズの把握

情 報 発 信

生存、生活に対する
不安感の軽減

自助・共助による
対応の促進

行政への信頼の獲得
誤情報の訂正は早く

応急対策活動への
理解と協力

内外からの広範かつ
積極的支援の獲得

復旧・復興の円滑な
推進、進捗状況提示

デマ、流言飛語、風
評被害の防止



自治体首長のリーダーシップ

89



１ 基本的な役割

・ 地域住民の命と暮らしと財産を守る「最終責任者」
・ 避難情報の発令など、重要な判断や支持を的確に行うため、洗練されたリーダーシップが重要
・ 首長のリーダーシップは、平時からの備えと、災害発生後の現場対応の両方で求められる。

２ 災害発生時（警戒段階～発災直後）に求められること
・ 情報が不完全でも、避難情報などを迅速に判断して指示・命令する判断力
・ 災害対策本部を仕切り、関係部課局、消防団を強制力を持って動かす指揮力・指導力
・ 国や他自治体、自衛隊・警察、ボランティア団体などとの密接な連携を図るための総合的調整力
・ 記者会見やＳＮＳなどで住民に分かりやすく状況を伝える情報発信力

３ 災害時にリーダーシップを発揮するための平素の準備
・ 地域防災計画、業務継続計画などを整え、「何を優先し、どう動くか」を事前にイメージアップ（腹案）
・ 副首長や幹部と役割分担を明確にし、不在時の代行体制を確立（指揮階梯：指揮・命令系統）
・ 他自治体や関係機関との顔の見える関係を構築、大規模災害時に応援を受け易い受援体制を確立
・ 「最後は自分が責任を取る。」という覚悟と、部課局長との信頼関係を平素から構築
・ 「訓練でできないことは、本番でもできない。」 防災に関する教育・訓練を充実（発災初日から10日間）

４ 住民との信頼関係の構築
・ 災害時において、住民の不安や怒りを正面から受け止め、納得感のある説明、姿勢を堅持
・ リスクを隠さず、正直に伝え、共有する。正しい情報の発信、誤情報の速やかな訂正
・ 被災者の声を聴き、支援策に反映する。住民からの信頼感の獲得と安心感の付与

５ 専門的合理性と住民感情をつなぐ「顔の見える政治リーダー」としての役割 90

自治体トップのリーダーシップとは？



◉ 鳥の目：幅広い視野

◉ 虫の目：きめ細やかさ

◉ 魚の目：潮の流れ

３つの目による観察力
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『リーダーが持つべき五つの顔』

リーダーが持つべき「五つの顔」を自分なりに咀嚼（そしゃく）・具体化してみると、

◆ 哲学者の顔：任務・職務を遂行する際、部下に対して何のために（目的）、どのような
考え方（理念）で実施するのかを理解させ、強い使命感を確立させること。

◆ 戦略家の顔：部下の性格・能力を把握し、人・物・金・時間等を総合的に運用して、最善
の環境を整え、先見洞察力をもって部下を善導すること。

◆ 心理学者の顔：組織は生き物、人の心はコロコロ。職員の微妙な心の動き、些細な行動
を見落とすことなくその心理を捉え、全能力を発揮させること。

◆ 教育者の顔：組織にとって最も大切な人材育成。自治体市町村の将来の財産となる職員
を中期的視野に立ち、深き教育愛と漲（みなぎ）る情熱をもって育てること。

◆ 演出家の顔：人は感動により心動き自ら行動する。豊かな感性と創意溢れる閃（ひらめ）きに
よる最高の演出により舞台を創り、部下を活き活きと躍動させること。
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災害時における議会・議員の役割
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１ 基本的な位置付け

・ 自治体議会は、平常時と同様に「住民の代表として意思決定を行う機関」であり、災害時にもその機能
を継続することが求められる。
・ 現在、多くの自治体が「議会災害対応マニュアル」や「議会機能継続計画」を作成し、非常時にも議決
やチェックが継続できる体制を構築中

２ 災害時における役割
・ 大規模災害下でも、予算や条例など重要な議決を行える体制を維持・継続
・ 議員の安否確認や参集方法、議場が使えない場合の代替場所の確保
・ 多くの議会が、災害時にも「意思決定機関としての機能を停止させない。」ことを行動方針に明記
・ 応急対応・復旧に必要な議決を行う体制を整える。特に、緊急の補正予算など応急・復旧のための財
源確保の議決や、仮設住宅や支援金制度など被災者支援策に関わる条例などは早期に整備

３ 災害時における監視・チェック機能 ☞ 議会・議員が「本来あるべき姿」をイメージ

・ 行政の災害対応や支援策が公正かつ適切に行われているかを監視・チェック
・ 被災者の声を踏まえて「どこに問題があるか」を質疑や委員会で問い、改善を促す。
・ 災害後において特別委員会などを設置して、復興ビジョンの検討や国・県への要望などで積極的に
行政をサポートする役割も期待される。平素に防災特別委員会を開催して議論、防災対策の質を向上

４ 議員一人ひとりの現場対応

・ 災害直後には、避難所や在宅家庭への支援活動を行うことが望まれる。
・ 自分の選挙区や担当地区の被害状況を把握し、迅速に行政に通報・伝達
・ 避難所や地域での要望や課題などを拾い上げて整理・集約、被災者を積極的に支援
・ 住民への情報提供や、誤情報の訂正など、行政と住民をつなぐ「パイプ役」として活動

災害時における自治体議会の役割とは？
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自治体における防災体制整備の視点

区 分 防 災 体 制 整 備 の 視 点

組 織

態 勢

災対本部組織 災害対策本部の組織が確立され、事務分掌は明確かつ整合が取れているか？

配備基準 事態に応じた配備（参集）基準が定められ、要員に徹底されているか？

危機管理組織 危機管理（防災）体制の整備等を検討する全庁的な組織があり、機能しているか？

計画・マ

ニュアル

等の整備

防災、ＢＣＰ、
各別計画

地域防災計画の見直し、業務継続、広域応援・受援、医療救護、緊急物資、緊急交通
路の確保、遺体の処理等の計画はできているか？

本部運営マニ
ュアル

本部の運営に係るマニュアル（本部全般の運営、本部員会議の開催、情報の収集・伝
達、広報等の共通的事項、各部署の運営等）は作成されているか？

施設や資
機材の整
備

防災施設 災害防止施設、防災拠点施設、防災資機材等の整備は進んでいるか？

災対本部施設
・器材・備品

災害対策本部室、事務局、各部本部、関係機関連絡員、現地本部の執務室や情報・通
信機器、事務機器・用品等は準備されているか？

教 育

訓 練

職員防災研修 職員の防災意識の高揚や基本的事項等の教育はなされているか？

災害対処訓練 各部各班、機能別、総合訓練等、段階的・効果的訓練がなされているか？

県・他市
町村・関
係機関等
との連携

計画等の調整 各種計画の作成や防災対策の推進は連携・調整が取れているか？

協同連携訓練 各種災害に連携・調整、協同して対応する訓練はなされているか？

定期連絡会議 防災対策の推進と連携の強化を目的とする連絡会議は設置・運営されているか？

そ の 他

広域応援部隊や他自治体等からの応援職員の受入れ・活動調整体制はできているか？

本部（要員）の活動（勤務）支援の体制はできているか？

記者会見場、報道機関の執務場所はあるか？ 95
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